
美　術　作　品　輸　送　等　仕　様　書 

 

　美術作品の借用、返却に係る輸送、展示及び撤去作業（以下「輸送等業務」という。）は、この仕様

書に基づき実施するものとする。 

 

１　運送作品 

　　別紙「輸送・展示・撤去作品一覧」（以下「輸送等作品一覧」という。）のとおり 

２　輸送期間等及び業務内容 

　　別紙「美術作品輸送・展示・撤去計画」（以下「輸送等計画」という。）のとおり 

３　作業員 

　　美術作品の梱包・開梱・展示・撤去等の業務に携わる作業員は、美術作品の取扱いに熟知した者で

　あること。 

４　輸送車両 

　　美術作品の輸送には、エアサスペンション及び空調機能を備えた美術品専用車両を使用すること。 

５　梱包方法 

　　輸送等作品一覧により確認及び必要に応じて作品等の外寸を事前に採寸し、あらかじめ作成して　

　作業にあたること。 

　　また、梱包は、概ね次に掲げる資材を使用するか、実情にあわせて、適宜、他の資材を使用し、輸

　送中の作品の安全を確保すること。 

　　⑴　ダンボール　　⑵　茶紙　　⑶　薄葉紙　　⑷　エアキャップ　　⑸　ダンシート 

　　⑹　綿布団　　⑺　さらし　　⑻　ウレタンフォーム 

６　関係職員の立ち会い 

　　美術作品の梱包等に当たっては、関係者が立ち会うこととし、その取扱いについては美術館職員の

　指示に従うこと。 

７　保険 

　　美術作品には輸送展示一貫保険を付保すること。（評価額は別紙「輸送等作品一覧」のとおり。） 

８　美術作品の管理 

　　輸送等業務期間における美術作品及び展示用具は、受託業者において管理すること。 

９　その他 

　　その他輸送等業務に当たっての詳細は、美術館職員の指示に従うこと。 

10　完了報告 

　　業務が全て完了した際には、業務完了届を提出すること。 


